
Ⅲ　予算額はいくらですか。 ― 当初予算の状況―
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平成16年度
当初予算額
（Ａ）

平 成 15 年 度　
当初予算額
（Ｂ）

（Ａ）－（Ｂ）率 （Ｂ）

増　　　減
区　　　分

一 般 会 計 546,943 572,554 △ 25,611 △ 4.5

特 別 会 計 31,684 38,253 △ 6,569 △17.2

事 業 会 計 36,971 35,581 1,390 3.9

合 　 計 615,598 646,388 △ 30,790 △ 4.8

額（Ａ）－（Ｂ）

△印減（単位：百万円、％）

当初予算の推移
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（注1）借換債充当公債費及び公債管理特別会計を除いたものです。 
（注2）平成6年度及び平成14年度は、6月現計予算額です。 

（注）上記表は、借換債充当公債費及び公債管理特別会計を除いたものです。
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○　一般会計の当初予算規模は5,469億円で、4.5％減となっていますが、これは厳しい財政状

況を勘案し、行財政改革の取り組みを一層加速させるとともに、歳入・歳出両面にわたる

様々な努力と工夫により、事務事業の見直しに努めた結果です。

特別会計及び事業会計を加えた合計では6,156億で、4.8％減となっています。

○　近年の当初予算の推移を見ますと、平成13年度をピークに３年連続の減少となっていま

す。これは、ペイオフ対策のため制度融資について原資預託方式から利子補給方式に切り

替えたことや、県庁舎、能登空港といった大規模プロジェクトが終了したことに加え、上

記のような行財政改革を推進してきたことによるものです。

ひとくちメモ

一般会計

県の中心となる会計で、県行政の基本的、普遍的とも言える経費、例えば、福祉、教育、土木、警察

などに要する経費について、県税などを主な財源として経理する会計をいいます。

特別会計

例えば、大学生や高校生などの方に対して無利子の奨学金を貸与している育英資金の貸付事業につい

ては、その貸付に必要なお金として、一般会計の負担のほか、過去に貸付した方から返済いただくお金

を充てることとしています。このように、特定の収入をもって特定の歳出に充てる事業について、一般

会計の歳入歳出と区分して経理する会計をいい、育英資金特別会計、土地取得特別会計、公営競馬特別

会計、中小企業近代化資金貸付金特別会計など12会計があります。

公債管理特別会計

一般会計における実質的な借入ではない借換債や償還金を明確に示し、県債管理の状況や一般会計の

実質的な規模などを分かりやすくするため平成16年度に新たに設置した会計です｡

借換債

県債の借入は、一定年限の固定金利で行われていますが、借換債とは、借入先（民間金融機関等）と

の契約に基づき償還期間の途中で、残金をその時点の利率により借り換える（残金を全額返済し、同額

を借り入れ）もので、借入残高には影響しません。

事業会計

例えば、県立中央病院や高松病院といった病院事業は、高度医療部分など一般会計が負担すべき部分

を除いて、受診者からの収入をもって必要な経費を賄うことを原則としています。そうした企業的色彩

の強い事業を行う会計をいい、県立中央病院事業会計、電気事業会計、水道用水供給事業会計など５会

計があります。


